
 

1 

 

蘆花記念公園再整備・運営事業化調査業務委託 

一般仕様書 

 

第１章 総 則 

１ 業務の目的 

 本業務は、国土交通省における令和７年度「先導的官民連携支援事業（スモールコンセッ

ションの推進）」の採択を受け、蘆花記念公園（長柄桜山古墳群を含む）グランドデザインの

実現に向け、同公園内にある登録有形文化財の旧脇村邸など５つの遊休施設の利活用及び、

Park-PFI導入により防災・観光・交流の機能を持つ公園に再整備し、持続可能な維持管理・

運営体制構築ができる仕組みを検討するものです。 

 

２ 一般仕様書の適用範囲 

本業務は、本仕様書に従い施行しなければならない。ただし、個別の具体的事項について

は、特記仕様書に従い施行しなければならない。 

 

３ 履行期間 

  契約締結日から令和８年３月６日（金）までとする。 

 

４ 費用の負担 

業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受

注者の負担とする。 

 

５ 法令等の遵守 

受注者は、業務の実施に当たり、関連する法令等を遵守しなければならない。 

 

６ 中立性の保持 

受注者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持するよう努めなければならない。 

 

７ 秘密の保持 

受注者は、業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。                                                                                                                                                                                                                                        

 

８ 公益の確保の義務 

受注者は、業務を行うに当たっては公共の安全、環境の保全及びその他の公益を害するこ

とのないように努めなければならない。 

 

９ 提出書類 

受注者は、業務の着手にあたって、発注者の契約約款に定めるもののほか、次の書類を提

出しなければならない。 

（１）着手届 （２）工程表 （３）業務委託現場代理人等選任届、過去５年間の経歴書及び資

格者証の写し （４）業務計画書  

 

10 配置技術者について 

（１） 受注者は、公募型プロポーザル方式事業者選考実施要領の参加資格要件に定める配置技

術者をもって、秩序正しく業務を行わせるとともに、相当の経験を有する担当者を配置

しなければならない。 
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（２） 受注者は、業務の進捗を図るため、契約に基づく必要な技術者を配置しなければならな

い。 

 

11 完了検査及び納品 

（１）受注者は、委託業務完了後に発注者の審査を受けなければならない。 

（２）完了検査において、訂正を指示された箇所は、ただちに訂正しなければならない。 

（３）完了検査に合格後、成果品一式の納品をもって、業務の完了とする。 

（４）業務完了後において、明らかに受注者の責に伴う業務の瑕疵が発見された場合、受注者

はただちに当該業務の修正を行わなければならない。 

 

12 関係官公庁等との協議 

受注者は、関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもって

これにあたり、この内容を遅滞なく発注者に報告しなければならない。 

 

13 参考資料の貸与 

発注者は、業務に必要な関係資料等を所定の手続きによって受注者に貸与する。 

 

14 参考文献等の明記 

業務に文献その他の資料を引用した場合は、その文献の出典元、資料名を明記するものと

する。 

 

15 証明書の交付 

必要な証明書及び申請書の交付は、受注者の申請による。 

 

16 疑義の解釈 

本仕様書に定める事項について、疑義が生じた場合又は本仕様書に定めのない事項につい

ては、発注者と受注者の協議により、疑義の解消を図るものとする。 

 

第２章 計画一般 

１ 一般的事項 

  受注者は、調査及び計画に当たり、地域社会の動向、上位計画等との整合性を考慮して計

画を立てるものとする。 

 

２ 業務の手順 

（１）業務の実施に当たっては、受注者は発注者と密接な連絡を取り、連絡事項はその都度記

録し、打合せの際、相互に確認しなければならない。 

（２）配置担当者は、主要な打合せには必ず出席しなければならない。 

(３) 業務着手時及び業務の主要な区切りにおいて、発注者と受注者は打合せを行うものとし、

受注者はその結果を議事録に記録し、内容を明確にして発注者に提出しなければならな

い。 

 

３ 調査及び計画 

  受注者は、発注者が提供した資料、受注者が調査収集した資料及び関係者の打合せ結果等

を十分検討し整理する。 
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第３章 照 査 

１ 照査の目的 

受注者は業務を施行する上で技術資料等の諸情報を活用し、業務の高い質を確保すること

に努めるとともに、さらに照査を実施し、提出図書に誤りがないよう努めなければならない。 

 

２ 照査の体制 

受注者は遺漏なき照査を実施するため、相当の経験を有する照査技術者を配置しなければ

ならない。 

 

３ 照査事項 

受注者は業務全般にわたり、以下に示す事項について、照査を実施しなければならない。 

（１）情報収集の内容及び課題の把握・整理内容に関する照査 

（２）検討方法及びその内容に関する照査 

（３）実施手法の妥当性（方針、設定条件、採算性等）の照査 

 

第４章 成果品 

１ 成果品 

（１）提出すべき成果品とその部数は次の通りとする。 

① 業務報告書（A４ファイル形式） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３部 

② 業務報告書概要版（①をもとにした PowerPoint形式） ・・・・・・・・・ ３部 

③ 会議記録等             ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３部 

④ ①～③にかかる電子データ（CD－R等の電子媒体に格納したもの）・・・・・ 一式 

（２）成果品の作成に当たっては、その編集方法についてあらかじめ発注者と協議する。 

 

２ 成果品の帰属等 

  本契約による成果品に係る著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利含む）

は、成果品引渡しの時点で受注者から発注者に移転する。 

また、受注者は本契約の成果品について、発注者及び発注者が指定する第三者に対して、

著作者人格権を行使しない。 

 

第５章 準拠する法令および使用図書等 

１ 本業務は、本仕様書によるほか下記の法令等に準拠して行うものとする。 

（１）「都市計画法」 

（２）「建築基準法」 

（３）「都市公園法」 

（４）「逗子市総合計画」 

（５）「逗子市都市計画マスタープラン」 

（６）「逗子市緑の基本計画」 

（７）「逗子市景観計画」 

（８）その他関係法令及び通達等                          

以上 


